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提 案 書 

１．基本方針 

（１）施設の管理運営の理念・方針 

 

 

 

 

 

 

■基本理念 

世田谷区スポーツ推進計画の基本理念である

『スポーツで  元気あふれる 世田谷 

～「いつでも」「どこでも」「だれでも」「いつま

でも」～』を念頭に置き、また、世田谷区スポー

ツ環境の整備の考え方において、スポーツ施設の

体系化が示されております。北烏山地区体育室は、

身近なスポーツ活動・運動の場としての地区施設

に位置付けられ、「最も身近な、日常的にスポーツをする施設」であることを踏まえた上で、北烏

山地区体育室が、その役割と機能を発揮することで、他スポーツ施設とのすみ分けとなり、より明

確な区民のニーズに応えられる唯一無二の施設としてスポーツ推進施策の推進を行っていきたい

と考えております。 

 

■基本方針 

私たちは管理における基本的な考え方をもとに下記の方針を定めます。  

この「ビジョン」・「ミッション」・「目標」は私たちの施設管理運営における、全ての基本になり

ます。スポーツ推進事業、自主事業、施設の維持管理まで、この方針を元に指定管理業務の遂行に

あたります。 

 

 

 

■行政代理執行者 
 指定管理者として行政の代理執行者であること

を理解、認識した上で、「経費縮減」と「利用者サ

ービス向上」を目的として、北烏山地区体育室の管

理運営を行います。 

 

また、管理運営するにあたり、利用者の皆さまに

「安全・安心・公正・公平・平等」な施設として業

務を遂行いたします。さらに、施設の『公共性の担

保』について区民の皆さまに対し広く理解を求めながらスポーツ活動を通じて QOL（生活の質）

と Well-being（心身の健康）の向上をしていく場であることが「公共の財産としての世田谷区立

北烏山地区体育室の運営の役割」であるため、その基本的役割を果たすための公共性の担保と同

時に当団体が提供するホスピタリティサービスをバランス良く施設の管理運営で実施することが

利用者及び地域社会に貢献できると考えております。 

 
 

「スポーツで元気あふれる世田谷」を推進するための施設の特性を活かす 

 
世田谷区スポーツ推進計画 基本理念 

 
 

スポーツで 元気あふれる 世田谷 
 

～「いつでも」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」～ 

 

スポーツは文化であり、区民

とともにその文化を成熟さ

せ、区民が主役となる 

「生涯スポーツ社会の実現」 

を目指す 

ビジョン 
 

「公共性の担保」と「ホスピタ

リティ」のバランスを持ち、

区民にとっての VFM(Value 

For Money)の高い施設を目

指す 

ミッション 
 

・地区体育室延べ利用者数  

 

⇒ 185,000 人 

(令和 8 年度～令和 13 年度) 

目 標 

● 世田谷区スポーツ推進計画をふまえた施設の管理運営方針 

● 公共施設の管理・運営者としての心構え 

指定管理者として、 

「安全・安心・公正・公平・平等」

に業務を遂行し、世田谷区のスポー

ツ推進が図れるよう努める。 
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２．管理運営体制 

（１）企業コンプライアンス体制 

 

 

 

 

 

 

■個人情報保護の考え方 
運営するにあたり、右記の想定される利用者の個

人情報の取り扱いについて情報管理規定の作成、

プライバシーポリシーの作成、情報システムのア

クセス制限、情報管理組織体制の構築、情報管理

の教育により、各種情報の漏洩防止管理及び不当な

目的に使用できないようにいたします。 

 

 

 

 

 

■情報管理規定とプライバシーポリシー（個人情報保護方針）の作成について 
本規程は、情報取扱いに関する体制・基本ルール

を策定し、保有する情報の漏洩を防ぎ、情報管理に

関する社会的責任を果たすことを目的とします。本

規程の対象となる情報は、指定管理者で保管する全

ての情報（電子データ、印字データ）とし、「個人情

報保護法」及び「世田谷区個人情報保護条例」に基

づき、個人情報の保護を徹底するため、プライバシ

ーポリシーを作成し、職員への遵守を徹底します。 

また、北烏山地区体育室ホームページは SSL 暗

号化及びプライバシーポリシーを掲載しております。 

 

■情報セキュリティ５箇条 
情報セキュリティについては、独立行政法人情報

処理推進機構（ IPA）セキュリティセンターが提供し

ているセキュリティアクションである「情報セキュ

リティ 5 か条」を基本的な情報セキュリティの対策

として個人情報を取り扱います。 

（１）OS やソフトウェアは常に最新の状態にしよう！  

（２）ウイルス対策ソフトを導入しよう！ 

（３）パスワードを強化しよう！ 

（４）共有設定を見直そう！ 

（５）脅威や攻撃の手口を知ろう！ 

 

 

 

■情報システムのアクセス制限について 
守秘義務に関わる情報のうち、電子データについ

てはパスワード設定及びアカウント制限を行いま

す。また、紙面化されたものは保管庫に管理し、徹

底した鍵（施錠）による管理を行います。  

 

 
 
 
 
 

個人情報保護の取り扱い想定  

①個人・団体の使用申請書及び使用簿の利用者情報  

②団体登録申請書の利用者情報  

③公共施設予約システムの利用者情報  

④教室等の参加者名簿  

⑤電子データ化した個人情報  

⑥区民の氏名,電話番号,メールアドレス,年齢等  

区民個人の財産である個人情報の保護を徹底する 

● 個人情報の漏洩防止策や適正な情報管理体制 

＜具体的管理方法及び制限＞ 

区分          内  容  

パソコン  

ネット 

メール 

文書管理 

（引用：情報処理推進機構（IPA） 情報セキュリティ 5 か条） 

①個人情報保護方針  

②個人情報の利用目的について 

③個人情報の外部委託先への開示について 

④個人情報の第三者提供について 

⑤開示等の求めに応じる手続き等 

プライバシーポリシーの作成 
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■ゴミの減量化（3R 活動の推進） 
資源の有効利用と廃棄物の排出抑制を図るた

め、３R 活動（リサイクル・リユース・リデュ

ース）を実行します。 

北烏山地区体育室で排出される一般事業系の

廃棄物（ゴミ）は、利用者由来によるものは「持

ち帰り」をお願いしております。施設側で排出

される一般媒介ゴミは、施設管理責任者により

巡回時（月 3～４回以上）に回収し、当社が運

営しているスポーツクラブの産業廃棄物業者及

びリサイクル回収業者へ引き渡していきます。

特に秋口の落ち葉などについては、頻繁に回収

し、一部は腐葉土としてリサイクルしております。 
 
 

 

■施設の点検方法、機能保全策、危険防止、修繕について 

１．点検及び保守 
①点検及び保守を行う場合、事 

前に施設管理担当から劣化及

び故障状況を聴取し、点検の

参考とする。 

②点検は点検個所になるべく近

い位置から原則として目視及

び指触等により行います。 

③劣化を発見した場合は、同様

な劣化の発生が予想されるの

で、注意して点検を行います。 
  
２．点検及び保守に伴う注意事項 

①浮き、ひび割れ等を発見し、落

下、転倒等のおそれのあるものについては、直ちに立入禁止等の応急措置を講じ施設管理担当

者に報告します。 

②劣化により危険が予想される場合、使用上及び安全上支障のない程度に、簡易な方法により応

急的な措置を講じます。 

３．修繕調査・診断・判定 
対象とする部位・部材等に関する設計図書・保全記録及びこれらに関連する資料の調査並びに劣

化現象、劣化程度・範囲等の調査(劣化現象に応じて目視、指触、簡易な器具又は専用の測定器具等

を用いて行う)を行い、これらの調査結果に基づきその原因、要因を正確に把握し、劣化現象に至っ

たメカニズムを解明したうえで、修繕の要否の判定を行うとともに、工法等を検討します。 

 

■清掃、その他の維持管理業務についての内容と水準、確認方法について 

世田谷区立体育施設の設置の目的及び施

設の機能を充分理解の上、創意工夫を加え、

より良いスポーツ環境を整え、維持管理する

ことに努めます。建物管理にあたっては、 

１．区民及び利用者の生涯スポーツの振興と健

康の増進を図るための施設として、区民ひ

とり一人が気軽にスポーツに親しめる場

を提供できるよう、快適な環境の確保に努

めます。 

２．施設は利用者の共有財産であることを認識し、より徹底した維持コストの低減を図ります。 

３．施設内の清掃・整備により清潔な環境を保持することは、公共財産の保全及び利用者の快適性、

安全確保等に寄与し、運営においても重要であることを認識しつつ業務に従事します。  
 

項目 対象 内容 頻度 

建築物法定点検 体育室 
建築基準法第 12 条 

第 2 項に準じる 
3 年に 1 回 

建築設備法定点検 体育室 
建築基準法第 12 条 

第 4 項に準じる 
年 1 回 

自動火災報知機及び 

消火器具検査 
体育室 

機器点検(消防法に準じる) 年 1 回 

総合点検(消防法に準じる) 年 1 回 

仮設トイレし尿処理 第 2 広場 廃棄物処理法に準じる 年 35 回以上 

手洗いユニット排水処理 第 2 広場 廃棄物処理法に準じる 年 35 回以上 

手洗いユニット給水 第 2 広場 利用者用手洗い 年 35 回以上 

高架下占用点検 
広場 高架下点検要領に準じる 月 1 回 

第 2 広場 高架下点検要領に準じる 月 1 回 

項目 対象 内容 頻度 

日常管理 体育室 清掃面積等調書に準じる 毎日 

定期清掃 体育室 清掃面積等調書に準じる 年 2 回 

植栽管理 
体育室 

広場 
清掃面積等調書に準じる 年１回 

不陸整備 
広場 

第 2 広場 
日常整備における砂の充填 適時 

・使い捨て用品の使用を抑え、繰り返

し使用できるものや再生品を利用

します。 

・事務所内で使用する書類について

は裏面を再利用します。 

・備品の購入の際には、環境負荷を抑えた

商品のグリーン購入を推進します。 

・電子データ化、メールの活用を推進し、

紙使用量の削減を図ります。 

・ゴミの分別が容易にできるように、

ゴミ箱には種別ごとのカラーリン

グや品目表示をいたします。 

・紙資源を明確に分別して、ゴミの削

減とリサイクル化に努めます。 

● メンテナンスや修繕計画の取り組み 
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■消火器／AED 設置場所 

 

●体育室内                  ●第 2 運動広場内 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基本的な考え方 
事故とは、施設内における盗難、火災、利用者の負傷や死亡などを総称したものであり、施設利

用時に発生した利用者の負傷、疾病、傷害、死亡のことであります。これらの事故が起きてしまっ

たの場合、利用者の生活や人生を阻害することにもなり、施設運営を混乱されることでもありま

す。 

指定管理者は、利用者の生命尊重を第一として、一人一人の危機回避能力や事故への対応能力を

従業員が一体となり解決するためにも、施設においては、安全への万全の配慮や安全点検などを計

画的・組織的に進めることが肝要であります。マニュアルを十分に活用し、従業員が利用者の安全

管理に配慮しながら、事故発生時には万全の体制で取り組んでまいります。 

 

■具体的な取り組み 
● 事故・災害について 

起こり得る様々な事態（事故・災害・事件）を想定して、『緊急対応マニュアル』を作成してお

ります。発見から連絡や行動、救急処置、そして各機関への報告についても、その手順をマニュア

ル化しております。 

● 危機対応マニュアル 

緊急時に備えたマニュアルの理解、さらには実務として現場で実践しているノウハウを生かし、

緊急時の対応をしてまいります。 

 

■警備について 
北烏山地区体育室は日中においては職員が常駐しており、区民・利用者の安全確保を前述の対応

マニュアルにおいて、事故や犯罪発生時の対応を標準化しております。閉館後から翌開館までは施

錠後に機械警備を作動させ、専門の警備会社へ委託することにより夜間の警備を保つようにいたし

ます。機械警備の時間帯に施設に有事があった際は、警備会社の営業所（北烏山 1 丁目）から警備

員が駆け付ける体制を整えております。 

 

■暴力団排除について  

『世田谷区暴力団排除活動推進条例』により、指定管理者として、

区民や従業員の安全を守る。さらには企業が社会的な責任を全うす

るためにも条令の遵守は必須であります。そこで、私たちは「不当

要求防止責任者」（統括責任者）を配置し、万全なる警備を図って

いく所存です。利用者が施設を安心・安全に利用できるように、ひ

いては区民の安全で平穏な生活の確保及び事業活動の健全な発展

に寄与していく所存です。 
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4．業務実績調査 

（１）施設の管理業務受託の実績と今後の展望 
 
 
 
■自治体等の施設管理業務受託実績 

北烏山地区体育室  北烏山地区体育室第 2 運動広場  

施設内容 体育室・屋外運動広場 屋外運動広場 

業務内容 
一般利用貸出（団体・個人） 

自主事業（教室 スポーツまつり） 
一般利用貸出（団体・個人） 

運営期間 平成 18 年 4 月～令和 7 年 3 月 平成 26年 4月～令和 7年 3月 

直近実績 30,860 人／年 5,556 人／年 
 
■民間等の施設管理業務実績 

会員制スポーツクラブ（自社運営） 

施設内容 
トレーニングジム、スタジオ 2 ヶ所、プール、ハードテニスコート 2 面、 
スパ、レストラン 

  

業務内容 会員制スポーツクラブ 

所在地 東京都目黒区八雲 3-26-6 

運営期間 平成 12 年 7 月～ 

直近実績 約 142,000 人／年 
 
■これまでの公共施設管理業務（委託含む）実績 

目黒区立八雲体育館  目黒区立宮前庭球場 
 

体育室、トレーニング室 砂入り人工芝庭球場 2 面 

豊島区立総合体育場  豊島区立西巣鴨体育場 
 

屋外人工芝野球場 2 面、砂入り人工
芝、庭球場 4 面、体育室、弓射場 

砂入り人工芝庭球場 2 面、 
アーチェリー場 多目的広場 

豊島区立荒川野球場  豊島区立三芳グランド  

屋外天然芝野球場 2 面 
野球場 2 面、運動場 1 面、 
砂入人工芝庭球場 6 面 

町田市立総合体育館  
町田市立成瀬ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰﾃﾆｽｺｰﾄ・ 

三輪みどり山球場  

メインアリーナ、サブアリーナ、小体育
室、第 1・2 武道場トレーニング室、和
洋弓場 

全天候型庭球場 9 面、砂入り人工芝庭
球場、5 面野球場 1 面 

世田谷区立北烏山地区体育室  北烏山地区体育室第 2 運動広場 
 

体育室・屋外運動広場 屋外運動広場 

東京都立有明テニスの森公園 
 

有明コロシアム、ショーコート、インド
アテニスコート、屋外テニスコート 

 
■今後の展望 

当社は、自社運営する地域に根付いたスポーツクラブ施設の運営が２５年目、グループ系列のテ
ニススクール運営会社が４３年目をそれぞれ迎え、経営力･人材･管理能力･サービスプログラムや
クレーム処理にいたる細部にわたり、その習熟を得てきたと実感しております。 
このたび、「世田谷区立北烏山地区体育室」の指定管理者として５期目を継続応募するにあたり、

更なる地域住民の声を生かすサービス体制や区民にとって QOL（クオリティ・オブ・ライフ）を
より充実したものに新たに段階的に引き上げていくサービスや事業を提供することで施設の利用
価値を高め、利用者数を上げていくことは我々にとっての理念を実践するものであります。 
『スポーツで  元気あふれる  世田谷～｢いつでも｣｢どこでも｣｢だれでも｣｢いつまでも｣～』

という理念を体現した、人との交流、ふれあいを通したホスピタリティサービスの提供だけでな
く、今後は DX、ICT といったサービスを積極的に提供することで、区民の皆さまにとって、実際
にスポーツをどのように楽しみ、ウェルビーイングに役立つプログラムは何か？を常に運営の基
本骨子としていること、また、これまでの経験におごらず、さらに発展させて、より充実した管理
運営を目指していくことが今回応募する動機となっており、具体的な事業の成功例及び失敗によ
る多くの対処事例を持っている経験を生かしてまいります。  

● 施設管理業務受託過去５年間の実績 


